
埋蔵文化財の取扱いについて 
 

事業予定地が埋蔵文化財包蔵地（遺跡）内に位置している、または隣接している場

合、掘削を伴う工事を含む地下状況に影響を与える開発行為を行う際は、文化財保護

法に基づく手続きが必要です。 

遺跡地図では埋蔵文化財包蔵地が円で囲まれ指定地とされていますが、指定地外で

も調査の対象となる場合（指定地内は埋蔵文化財の存在が確認された場所、指定地外

はあくまで未確認の場所との見解。遺跡が存在しない場所ではない事に注意。）があ

ります。よって遺跡の損壊・滅失を防ぐためにも、開発内容について把握し、確認・

照会・判断する必要がありますので、遺跡周辺での掘削を伴う工事・開発を行う場合

も、必ず教育委員会教育総務課文化財係にお問い合わせ下さい。（開発部局と文化財

保護部局で認識が異なる場合がありますので、自己判断はせず、必ずお問い合わせ願

います。）なお、手続きの流れは下記及び別紙フローのとおりとなります。 

 

① 計画段階で工事・開発予定地において協議が必要かどうかを確認（美里町教育委
員会教育総務課文化財係） 

 

② 遅くとも3ヶ月前までには協議書を提出（美里町教育委員会経由、宮城県教育委
員会宛）。 着工を急ぐ場合は、必ず申し出て、別途協議してください。 

 

③ 県教育委員会より回答（美里町教育委員会経由、事業者宛） 
※回答は「慎重工事」「工事立会」「調査」のいずれかでなされます。 

回答が立会・調査の場合は、④以降の手続きが必要となります。 

また調査が必要な場合、個人住宅建築時のみ公費補助の適用となる可能性が

あります。別途手続きが必要となりますので、お早めに相談ください。 

 

④ 回答により文化財保護法第９３条・９４条に基づく発掘届の提出（美里町教育委
員会経由、宮城県教育委員会宛。法令により開発予定の６０日前までに提出） 

 

⑤県教育委員会より回答（美里町教育委員会経由、事業者宛） 

※ 書類の提出から回答がなされるまで、それぞれの手続きにおいておよそ３週間程

度かかります。回答がなされるまで工事の着工は一切認められません。着工が確

認された際は、文化財保護法に基づき工事中止・原状回復等の措置が取られる場

合がありますので、十分にご注意下さい。 

⑥必要に応じて、工事立会・確認調査・事前調査を実施。 

 

⑦工事・開発の着工。 



委  任  状 
 
宮城県教育委員会教育長 殿 
美里町教育委員会教育長 殿 
 

住 所                
 

氏 名                
 

連絡先                
 
 
 
私は、上記の者を代理人として定め下記権限を委譲します。 

 
 
 

記 
 
 
一、美里町      字      地内（         遺跡） 

の埋蔵文化財発掘に関する事務手続き及び交渉の窓口の件。 
 
 
 

以下余白 
 
 
 

令和   年   月   日 
 

住 所 
 

氏 名             印 
 



記入例 
[協議書様式]    

令和  年  月  日 
 
（美里町教育委員会経由） 
 
宮城県教育委員会教育長 殿 
 

住 所：             
連絡先：             
氏 名：           ㊞ 

 
○○新築工事計画と埋蔵文化財のかかわりについて（協議） 

 
 このことについて、下記のとおり開発の基本計画を策定中ですが、開発の計画及び実施

に当たり、文化財保護法の趣旨及び摘要措置を充分に尊重いたしたく、関係書類を添えて

協議致します。 
 

記 
 
１ 事 業 名 ： ○○新築工事計画                        
 
２ 事業実施年度：        令和○○年度                   
 
３ 事業実施予定地： 遠田郡美里町北浦字駒米１３番地                
 
４ 協議対象遺跡：  ○○遺跡           （遺跡番号：○○○○○）    
 
５ 提出書類 
① 計画概要書 
② 位置図及び関係図面 

 
６ 備 考 
                                          
                                          
                                          

個人名等については記入しないこと。 

例：「○○様宅新築工事計画」等は不可 

 「個人住宅新築」「工場新築」などで記入 

件名と同一 

対象遺跡・遺跡番号は教育委員会

にて確認すること。 

申請者は施工業者名ではなく開発事

業者名となる。注意すること。 

案内図、敷地内配置図、基礎伏図、基礎断面図、地盤改良関

係図面など。すべて A4版統一すること。 

書類は図面も含めて A4 版で統一

し、2 部提出すること。鑑文書には

2部とも捺印すること。 



[協議書様式] 
令和  年  月  日 

 
（美里町教育委員会経由） 
 
宮城県教育委員会教育長 殿 
 

住 所：             
連絡先：             
氏 名：           ㊞ 

 
          と埋蔵文化財のかかわりについて（協議） 

 
 このことについて、下記のとおり開発の基本計画を策定中ですが、開発の計画及び実施

に当たり、文化財保護法の趣旨及び摘要措置を充分に尊重いたしたく、関係書類を添えて

協議致します。 
 

記 
 
１ 事 業 名 ：                                 
 
２ 事業実施年度：        令和  年度                   
 
３ 事業実施予定地：                                
 
４ 協議対象遺跡：             （遺跡番号：     ）        
 
５ 提出書類 
① 計画概要書 
② 位置図及び関係図面 

 
６ 備 考 
                                          
                                          
                                          
 



事業計画概要書 
 
事 業 主 ：住 所  
       氏 名  
       連絡先  
 
事 業 地 ： 
 
構   造 ：           基礎工法及び深度         
 
                  地盤改良の有無   有 ・ 無  
 
用   途 ： 
 
面   積 ：敷地面積 
       予定事業延べ面積 
 
工事種別  ： 
 
工事予定期間：令和  年  月  日 から  令和  年  月  日 
 
設 計 者 ：住 所 
       氏 名 
       連絡先 
 
施工業者  ：住 所 
       氏 名 
       連絡先 
 


